
★貸切バス利用の場合は、
　バス会社等が手続きを行います。
★レンタルバス利用の場合は、
　利用者が県に直接申請してください。

   対象期間を令和5年3月31日
　 までに再延長しました！！
   当面は12月31日出発分まで受付します

自治会の旅行をはじめ、学校の遠足や部活動、保育所の
園外活動、公民館の研修などにご利用いただいています。

是非この機会に、県内各地を訪れていただき、地域の魅力を
再発見してください。

●2022年11月1日(火)以降に出発し、2023年3月31日(金)までの帰着分が対象。

貸切バス運賃の4分の１ を

4分の3

1契約あたり
上限7万5千円まで

0852-22-6156

県内に営業所がある


